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食品健康影響評価について（回答） 

 

令和７年12月17日付け７消安第5353号をもって農林水産大臣から食品安全委員会

に意見を求められた、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第３

条第１項の規定に基づき定められた「肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通

肥料の公定規格を定める等の件」（昭和61年２月22日農林水産省告示第284号）につい

て、「被覆複合肥料」の規格を改正することについては、品質を確保するための規格で

ある「含有すべき主成分の最小量（％）」の一に規定する主成分の組み合わせを追加す

るとともに、品質を確認するための規格である「初期溶出率」の試験に用いることが

できる主成分を追加するものである。 

普通肥料の食品健康影響評価については、「普通肥料の公定規格に関する食品健康

影響評価の考え方」（平成16年３月18日食品安全委員会決定）において、評価する必要

のある成分を特定し、原則として普通肥料に含有すると考えられる重金属を対象に実

施している。 

当該改正は、普通肥料の食品健康影響評価の対象とされていない主成分及び試験に

関するものであり、重金属を含む有害成分の規制に変更はないことから、人の健康に

及ぼす影響が変わるものではないと考えられる。 

このため、食品安全基本法（平成15年法律第48号）第11条第１項第２号の人の健康

に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 

 


